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京都府高齢者施設等医療提供体制構築事業協力金等交付要領の 

一部改正について（通知） 

 

 

 平素は京都府の健康福祉行政の推進に御協力いただきありがとうございます。 

さて、府内の高齢者施設等において、新型コロナウイルス感染症が発生した場合に、医

師及び看護師による治療が可能な体制を構築し、万全の態勢で療養できる環境を整備する

ことを目的に件名事業を実施してきたところですが、新型コロナウイルス感染症の５類位

置づけ変更後においても、同様に高齢者施設等において治療可能な体制を構築するため、

「京都府高齢者施設等医療提供体制構築事業協力金等交付要領」の一部を改正し、事業を

実施することとしましたので通知します。 

 

 

 

（添付書類） 

・ 京都府高齢者施設等医療提供体制構築事業に係る新型コロナウイルス感染症５類

位置づけ変更後(5/8～)の取扱について（改正概要） 

（施設内療養支援事業関係、施設訪問診療等協力機関関係） 

・ 京都府高齢者施設等医療提供体制構築事業協力金等交付要領の一部改正について

（新旧対照表） 

・ 京都府高齢者施設等医療提供体制構築事業協力金等交付要綱（改正後要綱） 

・ 施設内療養支援事業に係るＱ＆Ａ 

・ 施設訪問診療等協力機関支援事業に係るＱ＆Ａ 

・ （参考）交付申請書類一式 
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